
第２５回 教育研究評議会（臨時） 議事要旨 

 

日 時   平成１７年１２月２２日(木) １３：３０～１３：４５ 

場 所   事務局第３会議室（４階） 

 

議  題１．教員の人事関係事項について 

 

［出席評議員］ ２３名 
  永田 
種村、竹田、原、山田、飯田、中山、坂東、石田、面髙、小田、坂江、西川、鳥居、福井、下川、 
衛藤、松岡、田中（淑）、吉田、緒方、青木、根建 

 
[欠席評議員] ５名 
 矢野、皆川、高松、早川、赤坂 
 
[オブザーバー] 
鉾之原、大囿、 

 
［事務局］ 
（課長）石田、安倍 
 

議  題１．教員の人事関係事項について 

学長から、教員の不祥事事案に関連した管理監督者の処分について、国立大学法人鹿児島大学教員

の採用・懲戒に関する規則第６条第１項及び国立大学法人鹿児島大学教員の審査に関する規則第２条

に基づき審議願いたい旨諮られ、事案概要の説明があった。 

続いて、調査委員会「調査報告書」、審査説明書（案）について説明の後審議が行われ、審査説明

書（案）について、一部修正の上、了承された。 

この結果、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則第５２条第１項第８号により懲戒処分とすること

とし、その懲戒については、同規則第５１条第１項第５号により１月間本給の月額の１０分の１の減

給とする旨の審査説明書を、本日付けで交付することとなった。 
また、処分の決定にあたり、審査説明書受領後１４日以内に陳述の請求ができる旨説明があった。 
なお、学長から、本件の他に、関連の部局長について、文書による厳重注意を１名に、口頭による

厳重注意を２名にそれぞれ課すこと、及び教員の処分に関する手続きを一部見直して整理することに

ついて、報告があった。 

 

配布資料（終了後回収） 

資料１．調査委員会「調査報告書」 

資料２．調査説明書(案) 

資料３．国立大学法人鹿児島大学職員就業規則（抜粋） 他 

参考資料．国立大学法人鹿児島大学職員の懲戒に関するフローチャ－ト 他 


